
令和３年度　施策評価シート

35.0%

理由

○

R2 1,366

４　今後の施策の運営方針

施策の戦略的方向性

(１)　優先的に資源投入を図る。

(２)　現状維持とする。

(３)　現状維持だが、より効率的な運営を図る。

(４)　資源投入の縮小を図る。

評価結果

３ 施策の評価及び判断理由

評価

Ｂ 事業や啓発活動を通じて、一定の成果は出ている。

【今後の具体的な方針】

【上記の判断理由】

人権運動は重要な課題であり、引き続き取り組んでいく必要があるため。

人権尊重の考え方が浸透するよう効果的な取り組みを行う。

目標

実績

２ 目標と現状(実績)についての分析及び総事業費推移

指標の推移・施策の課題や問題点について記述

目標

１ 基本計画における成果指標の状況

実績

R1

H30

基本目標

政策

指　標　名

指　標　名

施策

施策の目標

41.1％

530 世界の平和を願い、人権を尊重するまちをつくる

区民と区が協働で「すみだ」をつくるⅤ

531 人権教育・啓発を進める

　区民や区内の事業者が人権に対しての知識や意識を高め、人権尊重の考え方が
浸透した社会となっています。

R2 R3 R4

「人権が尊重されている社会である」と思う区民の割合

H30 Ｒ1

R7

「日常生活で差別がある」と思う区民の割合

R5 R6H30 Ｒ1H29

42.2％

38.0％

基準年(H28)

R2 R3 R4 R5 R6 R7
78.0%

基準年(H28) H29

・実践活動が区内で共有されるように取り組んでいく。また、地域での啓発活動も事業を通
じて行っていく。
・東京都人権尊重推進校の研究・実践活動を充実させていくとともに、東京都人権尊重推進
校の研究・実践活動が区内で共有されるように取り組んでいく。また、地域での啓発活動も
事業を通じて行っていく。

総事業費推移（千円）

2,211

2,139

73.4％ 75.7％

75.0％



事務事業名

1,7642 2,982

番号
人コスト
（千円）

人権・同和教育事業 148

人権教育推進委員会の運営 1,218

800

1 令和２年度

1 1,764

５　この施策に係る事務事業（重要度・貢献度順）                     

1,912

目的に対する指標

年度目標値

年度実績値

直近の評価内容

評価結果

評価対象年度

改善・見直し

122 令和２年度

2 現状維持

歳　出
決算額

（千円）

歳　出
総　額

（千円）



令和３年度　事務事業評価シート

施 策 531

事 業 名

根 拠 法 令
関 連 計 画
実 施 基 準 実施方法 直営

事 業 内 容

議 会 質 問
の 状 況

そ の 他
特 記 事 項

２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
1,300 1,300 1,300 1,312 845 1,266

1,052 1,049 1,045 876 148 1,266

0 0 0 0 0

32 31 26 31 0 26

0 0 0 0 0

1,020 1,018 1,019 845 148 1,240

80.9% 80.7% 80.4% 66.8% 17.5% 100.0%

1,969 1,748 1,764

1,052 1,049 3,014 2,624 1,912

目 的
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律に基づき、人権に関する文化・学習活動を
援助する。　また、広く人権問題を正しく理解してもらうための区民向けの啓発イベントを
実施する。

人員体制・委託先 常勤３人

主管課・係（担当）
地域教育支援課・地域教育支援担当

03－5608－6311

対 象 者 一般区民

A.決算額（令和３年度は見込み）
国
都

その他
財 源

執行率（％）
一般財源

予算書P（令和3年度） 執行実績報告書P（令和2年度）P256  16 P197  16

人権教育・啓発を進める 部内優先順位

人権・同和教育 1

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律に基づき、人権に関する文化・学習活動を援助。　また、広く人権問題を正
しく理解してもらうための区民向けの啓発イベントを人権同和・男女共同参画課と協同実施
■団体育成事業　区と部落解放同盟墨田支部との共催事業定例会（子ども会・識字教室等）等
■講演会事業　毎年　通年２月

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律　　社会教育法第５条

人権の尊重を基盤に少年・女性及び青少年団体の文化・学習活動を部落解放同盟墨田支部との共催事業援助する。
また、広く人権問題を正しく理解してもらうための意識啓発を行う。

開始年度 昭和52年度 終了予定

（他区の状況・年間スケジュール・関連部署等）
令和２年度は、人権講演会及び特別活動（出張研修）の実施が、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となっ
た。

予算・決算額推移（千円）
予算現額（事業費）

経 過

区独自基準

主な事業費用の説明

B.人コスト
総事業決算額（A+B）

・定例活動講師謝礼（子ども会・識字会）



指　標 単　位 回

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 Ｒ１
目標 60 60 60 60

実績 59 56 56 55

R2 R3 R4 R5 R6 R7
目標 60 15 60 60 60 60

実績 14

指　標 単　位 人

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 Ｒ１
目標 900 900 900 850

実績 886 762 738 543

R2 R3 R4 R5 R6 R7
目標 800 130 820 830 840 850

実績 122

平成13年7月の社会教育法の改正により、青少年にボランティア活動など社会
奉仕活動、自然体験活動等の機会を提供する事業の実施及びその奨励が教
育委員会の事務として明記されたこともあり、人権尊重の心を養う観点からも教
育委員会で実施する必要がある。

評価結果 評価についての説明・今後の方向性等

事 業 の
成 果

参加者数により、区民に継続的な学習会を提供しているかを確認することができる。目標は直近の実績を考慮した。令
和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため活動が制限された。令和３年度も同様であるため昨年度並みの
目標値とした。

課題・問題点

手 段 に
対 す る 指 標
( 活 動 指 標 )

人権活動団体学習会開催回数

60 R7

指標の選定理由及び目標値の理由
人権の尊重を基盤に少年・女性団体の文化・学習活動を援助することから、人権活動団体が開催する定例活動（学習
会）の開催回数を指数に設定した。令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため活動が制限された。令和
３年度も同様であるため昨年度並みの目標値とした。

目 的 に
対 す る 指 標
( 成 果 指 標 )

人権・同和教育事業参加者数

850 R7

指標の選定理由及び目標値の理由

改善・見直しのうえ継続



施 策 531

事 業 名

根 拠 法 令
関 連 計 画
実 施 基 準 実施方法 直営

事 業 内 容

議 会 質 問
の 状 況

そ の 他
特 記 事 項

２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
1,360 1,268 1,343 1,454 1,394 1,359

1,240 1,152 1,166 1,263 1,218 1,359

1,040 992 1,040 1,002 1,049 1,071

200 160 126 261 168 288

91.2% 90.9% 86.8% 86.9% 95.1% 100.0%

1,969 1,748 1,764

1,240 1,152 3,135 3,011 2,982

A.決算額（令和３年度は見込み）
国
都

その他
財 源

執行率（％）

人権教育・啓発を進める 部内優先順位

人権教育推進委員会の運営 2

予算・決算額推移（千円）

目 的 人権尊重教育推進校を中心に組織し、検討を進め、本区の大きな課題である、人権教育
について一層の充実と拡大を図る。

人員体制・委託先 ２人

主管課・係（担当）
指導室

03-5608-6307

対 象 者 区立小・中学校

学習指導要領

歴史的経緯を踏まえ、本区の大きな課題である同和教育、人権教育について、一層の充実を図るため、人権尊重教育
推進校（３校：八広小、梅若小、吾嬬第二中）を区内に設置する。

開始年度 平成７年度 終了予定

予算現額（事業費）

経 過

都基準

・人権尊重教育推進校を中心に組織
・毎年、各校の１年間の取組を実践発表会で発表し、取組をまとめた実践事例集を作成

・人権教育の充実について
・国の通知及び先進自治体の対応を踏まえた教職員向けの研修、児童・生徒に対する人権教育及び具体的な対応に
ついて

（他区の状況・年間スケジュール・関連部署等）
・他区においても都人権尊重教育推進校を中心に委員会を組織している。
・各区市とも人権教育が教育目標に掲げられている。

一般財源

予算書P（令和3年度）

主な事業費用の説明

B.人コスト
総事業決算額（A+B）

人権教育実践事例集の作成
人権尊重教育推進校研究予算

執行実績報告書P（令和2年度）P234　10 P176　10



指　標 単　位 校

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 Ｒ１
目標 3 3 3 3

実績 3 3 3 3

R2 R3 R4 R5 R6 R7
目標 3 3 3 3 3 3

実績 3

指　標 単　位 回

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 Ｒ１
目標 2 1 2 1

実績 2 1 1 0

R2 R3 R4 R5 R6 R7
目標 2 2 2 2 2 2

実績 1

人権尊重教育推進校を区内で３校指定し、継続的に研究を進めているため事
業の効率性は高い。

評価結果 評価についての説明・今後の方向性等

事 業 の
成 果

課題・問題点

・研修会等の実施による、各校での充実した人権教育の推進

・人権尊重教育推進校の人権教育実践の一層の周知

・様々な人権課題の理解と人権教育の進め方について、教職員の意識の一層の向上

手 段 に
対 す る 指 標
( 活 動 指 標 )

人権尊重教育推進校の指定

3 37

人権尊重教育推進校は、２年指定であり、研究の成果を広く周知し、人権教育の充実に資するため。
平成30年度より実践報告会として３校の取組を合同で開催することとなった。
令和元年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、動画配信による開催形式で実施した。

指標の選定理由及び目標値の理由

現状維持

指標の選定理由及び目標値の理由

現在、３校の指定がされており、今後もこの３校が人権尊重教育推進校として、継続していくことが望ましいため。

目 的 に
対 す る 指 標
( 成 果 指 標 )

報告会の開催（人権尊重教育推進校研究発表会の開催）

1 37


